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健
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て・教
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ス
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ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板
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問
・
申
Ｕ
＆
Ｉ
と
き
め
き
課

☎
７
７
３・６
６
５
９

上
田
地
区
を
中
心
に
移
動

販
売
車
が
巡
回
し
ま
す

問
・
申
市
民
課 

国
保
年
金
係

☎
７
７
３・６
６
６
１

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
と 

猶
予
の
受
付
を
行
い
ま
す 

問
新
潟
県
司
法
書
士
会

☎
０
２
５・２
４
４・５
１
２
１

司
法
書
士
に
よ
る
全
国
一
斉

「
遺
言
・
相
続
」
相
談
会

問
南
魚
沼
地
域
振
興
局  

　
農
林
振
興
部 

林
業
振
興
課

 

☎
７
７
２・８
２
６
２

建
築
主
向
け
新
潟
県
産
材
の

家
づ
く
り
支
援
事
業 

問
環
境
交
通
課

☎
７
７
３・６
６
６
６

住
宅
地
な
ど
で

除
草
剤
を
散
布
す
る
時
は

ご
注
意
く
だ
さ
い

問
新
潟
県
司
法
書
士
会

☎
０
２
５・２
４
４・５
１
２
１

「
司
法
書
士
の
日
」
記
念 

無
料
相
談 

市
で
は
、
交
通
手
段
が
な
い
な

ど
の
買
い
物
弱
者
を
支
援
す
る
た

め
、
上
田
地
区
を
中
心
に
移
動
販

売
車
で
巡
回
し
、
食
品
類
な
ど
の

販
売
を
試
行
し
ま
す
。 

巡
回
す
る
場
所
・
経
路
・
時
間

は
、
上
田
地
区
の
み
な
さ
ん
に
各

行
政
区
を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

実
施
期
間　
７
月
４
日
㈪
～
令
和

５
年
３
月
31
日
㈮
（
予
定
） 

令
和
４
年
度
の
保
険
料
は
、
月

額
１
６
，５
９
０
円
で
す
。
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
免

除
・
猶
予
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

「
全
額
免
除
」「
４
分
の
３
免
除
」

｢

半
額
免
除｣

「
４
分
の
１
免
除
」、

50
歳
未
満
に
限
り
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
納
付
猶
予
」
が
あ
り
ま
す
。

免
除
・
猶
予
を
希
望
す
る
人
は
、

新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
司

法
書
士
制
度
１
５
０
周
年
を
記
念

し
て
、
遺
言
・
相
続
な
ど
に
つ
い

て
面
談
と
電
話
に
よ
る
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。 

日
８
月
７
日
㈰　

 

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時 

相
談
方
法　
面
談
（
要
予
約
）・

電
話
（
予
約
不
要
） 

☎
０
１
２
０・３
３・９
２
７
９ 

県
産
材
を
利
用
し
て
新
築
・
リ

フ
ォ
ー
ム
を
す
る
住
宅
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。 

対
県
内
で
居
住
の
た
め
に
建
築
す

る
新
築
住
宅
や
、リ
フ
ォ
ー
ム
、

増
改
築
を
行
う
住
宅
な
ど
。 

※
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
共
同
住
宅

や
、
住
宅
と
店
舗
を
併
用
す
る

物
件
も
対
象 

補
助
金
額　
１
棟
に
つ
き
３
万
円

～
上
限
54
万
円 

他
県
産
の
畳
、
瓦
、
し
っ
く
い
塗

り
や
珪
藻
土
塗
り
の
施
工
を
し

た
場
合
、
規
模
に
応
じ
て
補
助

金
の
加
算
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
県
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。 

〆
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫
（
受
付

は
先
着
順
。
予
算
額
に
達
し
た

除
草
剤
は
雑
草
の
除
去
に
有
効

で
す
が
、
周
囲
に
飛
散
す
る
と
人
や

動
物
の
健
康
・
生
活
環
境
に
悪
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

除
草
剤
の
使
用
は
必
要
最
小
限

と
し
、飛
散
防
止
に
努
め
る
な
ど
、

周
辺
に
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し

ま
す
。 

特
に
注
意
が
必
要
な
場
所 

学
校
や
保
育
園
・
幼
稚
園
の
近

く
（
通
学
路
を
含
む
）、
病
院

や
診
療
所
の
近
く
、
福
祉
施
設

の
近
く
、
住
宅
地
や
頻
繁
に
人

が
訪
れ
る
場
所 

除
草
剤
を
使
用
す
る
と
き
の
注
意

事
項 

・
風
が
な
い
・
弱
い
と
き
な
ど
、

近
隣
に
影
響
が
少
な
い
天
候
の

日
や
時
間
帯
を
選
び
ま
し
ょ
う
。 

・
散
布
日
時
や
場
所
を
、
事
前
に

広
く
周
知
し
ま
し
ょ
う
。 

・
近
隣
に
学
校
、
通
学
路
が
あ
る

場
合
は
、
事
前
に
学
校
に
連
絡

し
ま
し
ょ
う
。 

新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
８

月
３
日
の
「
司
法
書
士
の
日
」
を

記
念
し
て
、
県
内
の
司
法
書
士

事
務
所
で
無
料
相
談
を
実
施
し

ま
す
。 

日
８
月
３
日
㈬　

各
司
法
書
士
事

務
所
の
営
業
時
間
内 

会
県
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所 

相
談
例 

・
相
続
し
た
が
、
土
地
や
家
屋
の

名
義
を
変
え
て
い
な
い
。 

・
新
し
く
会
社
を
起
こ
し
た
い
。 

・
高
齢
の
親
が
１
人
暮
ら
し
で
心

配
だ
。 

・
借
金
が
い
っ
ぱ
い
で
、
ど
う
し

た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。 

・
ア
パ
ー
ト
を
退
去
す
る
際
、
多

額
の
原
状
回
復
費
を
請
求
さ

れ
た
。 

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
申
請
後
に
申
請
者
本
人
・
配
偶

者
・
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年

所
得
、
扶
養
人
数
、
失
業
な
ど

の
理
由
に
よ
り
審
査
を
行
い

ま
す 

免
除
・
猶
予
対
象
期
間 

７
月
～
令
和
５
年
６
月 

受
付
開
始
日　
７
月
１
日
㈮ 

申
請
先　
市
民
課
、
大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン
タ
ー
、
六
日
町
年
金

事
務
所 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
、
保
険
料
が
納
付
困

難
な
場
合
の
臨
時
特
例
手
続
き

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い 

会
新
潟
県
司
法
書
士
会
館
〔
新
潟

市
中
央
区
笹
口
一
丁
目
11−

15
〕 

申
７
月
４
日
㈪
か
ら
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。 

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り 

・
除
草
剤
の
飛
散
を
抑
え
る
ノ
ズ

ル
を
使
い
、
風
向
き
に
注
意
し

て
飛
散
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。 

・
散
布
場
所
に
看
板
な
ど
で
区
分

け
す
る
な
ど
、
人
が
立
ち
入
ら

な
い
よ
う
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

時
点
で
終
了
）


